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令和 3 年１月２1 日 

 新型コロナウイルス感染症対策本部 

 

 

 

令和３年１月７日、国が新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行ったことに伴い、

同日、新型コロナウイルス感染症対策本部を、新型インフルエンザ等対策特別措置法

に基づく対策本部に移行しました。 

今後とも、国の基本的対処方針や県の協力要請、また市の新型インフルエンザ等対

策行動計画に定める対策を着実に実施していくとともに、市民生活や地域経済への影

響を最小限に食い止めるよう全力で取り組んでまいります。 

 

１ 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種 

(1)組織体制の強化 

市では、昨年 12 月 1 日からワクチン接種の体制を強化するため、保健福祉

部健康づくり課内に、新型コロナウイルス感染症対策室（室員３名）を設置し、

準備を行っています。 

更なる強化を図るため、１月２５日から、さらに４名増員（計７名）し、万

全の体制を整えます。 

 

(2)予算措置 

１月１９日にワクチンの接種に要する経費について、補正予算の専決処分を

行いました。これは、市民の皆様が安心して円滑にワクチン接種を受けられる

よう、接種体制の準備を進めていくためのものです。 

補正予算額 合計 ４，６１９万６千円 

〇新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 ３，８２４万９千円 

（債務負担行為設定２，２３０万４千円） 

〇新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 ７９４万７千円 

（新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種を行う体制を確保 

するとともに、医療従事者等が行った接種の費用を負担する。） 

保健福祉部
健康づくり課

管理調整係

すこやか親子係

健康都市推進室

新型コロナウイルス感染症対策室（３名→７名）

新型コロナウイルス感染症に関する取組状況と 

今後の対応について【第 11 報】 

資料 １ 
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２ 感染症に関する本市の取組状況 

 (1) 市内における感染者の発生状況 

〇感染者数 ９６名（１月２0 日現在） 

※新規感染者数、療養者数ともに国が示すステージ４の指標を超え、 

感染経路不明の割合も５０％を超えた 

 

 (2) 対策本部等の開催状況等（１2 月２４日以降） 

会議名 開催日 内容 

第 2２回感染症対策本部会

議 

１月５日 新型コロナウイルス感染症の発生状

況等について、千葉県からの要請事

項等について  外 

第 2３回感染症対策本部会

議（第７回新型インフルエ

ンザ等対策本部会議） 

１月８日 緊急事態宣言について、千葉県から

の要請事項等について、公共施設の

開館時間短縮・閉鎖について  外 

第 2４回感染症対策本部会

議（第８回新型インフルエ

ンザ等対策本部会議） 

１月１８日 公共施設の今後の対応について 外 

 

(3) 公共施設の休館について 

  ○期  間   1 月１９日から２月７日まで 

※ただし、市内感染者状況等を総合的に判断し、変更する 

場合があります。 

○休館施設   社会教育施設、スポーツ施設（屋外施設も含む）、 

コミュニティ施設、福祉施設 

 

(4)中小企業等への君津市独自支援（申請期限を２月末まで延長） 

〇君津市中小企業等事業継続支援金 

売り上げが減少した事業者（農業者含む）に１０万円を支給します 

〇中小企業等感染防止対策補助金 

マスクやパーテーションなどの購入経費を補助します 

補助率：3/4 ／上限：10 万円 

（客室数が 10 部屋以上の宿泊業者は 30 万円） 

 〇中小企業者等テレワーク導入支援補助金 

テレワーク導入のための機器やソフトウェアの購入経費を補助します。 

補助率：2/3 ／上限：40 万円 

※申請前に産業支援センターへの相談が必要です 
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(5)発熱相談窓口 

千葉県において発熱等にかかる相談体制を１１月１６日から運用開始。相談

するところに困った場合には、千葉県発熱相談コールセンター、君津市健康づ

くり課、発熱相談医療機関へ問合せをしてもらい、市民からの相談に対応しま

す。 

 

(6) 高齢者等のＰＣＲ検査の費用を助成（高齢者等検査助成事業） 

65 歳以上の高齢者や基礎疾患を有する者を対象に、ＰＣＲ検査費用の１/２

（上限 20,000 円）を助成します。 

 

３ 今後の対応について 

緊急事態宣言の状況下において、本市の感染者数も増加の一途をたどっています。

感染者をこれ以上増やさないためにも、千葉県の協力要請に基づき、市民の皆様に

接触機会の低減、不要不急の外出自粛や感染防止対策等について、周知徹底してま

いります。 

市民、事業者の皆様が不安にならないよう、情報提供の充実を図るとともに、国、

県と連携し、市民の命を守ることを第一に、危機感をもって迅速に新型コロナウイ

ルス感染症の拡大防止に努め、地域経済と生活の安定のための施策に全力で取り組

んでまいります。 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 

（君津市保健福祉部健康づくり課） 担当：塚越・入江 

電話：0439-5７-2230 FAX：0439-57-2234 

メール：kenkou@city.kimitsu.lg.jp 

mailto:kenkou@city.kimitsu.lg.jp

